
亀 山 市 告 示 第 ６ ４ 号  

 亀 山 市 三 重 県 移 住 ・ 就 業 マ ッ チ ン グ サ イ ト 支 援 事 業 に お け る 移 住

支 援 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

                 亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 三 重 県 移 住 ・ 就 業 マ ッ チ ン グ サ イ ト 支 援 事 業 に お け る

移 住 支 援 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 三 重 県 移 住 ・ 就 業 マ ッ チ ン グ サ イ ト 支 援 事 業 に お け る 移 住

支 援 金 交 付 要 綱 （ 令 和 ２ 年 亀 山 市 告 示 第 ４ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

亀 山 市 移 住 支 援 金 交 付 要 綱  

第 １ 条 中 「 場 合 」 を 「 場 合 等 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

（ ５ ） プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業  職 業 紹 介 事 業 者 が 求 職 者 へ 就

職 先 を 紹 介 す る 国 の 事 業 を い う 。  

（ ６ ） 先 導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業  地 域 金 融 機 関 が 職 業 紹 介 事 業 者

と 連 携 し て 求 職 者 へ 就 職 先 を 紹 介 す る 国 の 事 業 を い う 。  

第 ４ 条 第 １ 号 ア に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

た だ し 、 東 京 圏 に 在 住 し つ つ 、 東 京 ２ ３ 区 内 に 存 す る 大 学 、 短

期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 又 は 専 門 学 校 に 通 学 し 、 東 京 ２ ３ 区 内 に 通

勤 し た 者 に つ い て は 、 （ ア ） 中 「 通 算 ５ 年 」 と あ る の は 「 通 算 ５

年 （ 通 学 期 間 を 含 む 。 ） 」 と 、 （ イ ） 中 「 １ 年 」 と あ る の は 「 １

年 （ 通 学 期 間 を 含 む 。 ） 」 と す る 。  

第 ４ 条 第 ２ 号 中 「 に 掲 げ る 事 項 の 全 て 」 を 「 の ア か ら ウ ま で に 掲

げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 ア か ら ウ ま で に 定 め る 事 項 」 に 改 め 、 同 号 ア

か ら ウ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  



ア  マ ッ チ ン グ サ イ ト に 掲 載 し て い る 求 人 に よ り 就 職 し た 者  

次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る こ と 。  

（ ア ） 勤 務 地 が 東 京 圏 以 外 の 地 域 に 所 在 す る こ と 。  

（ イ ） 支 援 金 の 対 象 と し て マ ッ チ ン グ サ イ ト に 掲 載 し て い る 求

人 に よ り 就 職 し た も の で あ る こ と 。  

（ ウ ） 就 業 者 に と っ て ３ 親 等 以 内 の 親 族 が 代 表 者 、 取 締 役 等 の

経 営 を 担 う 職 務 を 務 め て い る 法 人 へ の 就 業 で な い こ と 。  

（ エ ） 週 ２ ０ 時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 業 し 、 申 請

時 に お い て 連 続 し て ３ 月 以 上 在 職 し て い る こ と 。  

（ オ ） （ イ ） の 求 人 へ の 応 募 日 が 、 マ ッ チ ン グ サ イ ト に 当 該 求

人 が 支 援 金 の 対 象 と し て 掲 載 さ れ た 日 以 降 で あ る こ と 。  

（ カ ） 就 職 す る 法 人 に 、 支 援 金 の 申 請 日 か ら ５ 年 以 上 、 継 続 し

て 勤 務 す る 意 思 を 有 し て い る こ と 。  

（ キ ） 転 勤 、 出 向 、 出 張 、 研 修 等 に よ る 勤 務 地 の 変 更 で は な く 、

新 規 の 雇 用 で あ る こ と 。  

イ  プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業 又 は 先 導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事

業 を 利 用 し て 就 職 し た 者  次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る

こ と 。  

（ ア ） 勤 務 地 が 東 京 圏 以 外 の 地 域 に 所 在 す る こ と 。  

（ イ ） 支 援 金 の 対 象 と な る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業 又 は 先

導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業 を 利 用 し て 就 職 し た も の で あ る こ

と 。  

（ ウ ） 週 ２ ０ 時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 業 し 、 申 請

時 に お い て 連 続 し て ３ 月 以 上 在 職 し て い る こ と 。  

（ エ ） 就 職 す る 法 人 に 、 支 援 金 の 申 請 日 か ら ５ 年 以 上 、 継 続 し

て 勤 務 す る 意 思 を 有 し て い る こ と 。  

（ オ ） 転 勤 、 出 向 、 出 張 、 研 修 等 に よ る 勤 務 地 の 変 更 で は な く 、

新 規 の 雇 用 で あ る こ と 。  

（ カ ） プ ロ ジ ェ ク ト 達 成 後 に 解 散 す る こ と を 前 提 と し た 個 別 プ



ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 等 、 離 職 す る こ と が 前 提 で な い こ と 。  

ウ  テ レ ワ ー ク を 行 う 者  次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る こ

と 。  

（ ア ） 所 属 先 企 業 等 か ら の 命 令 で は な く 、 自 己 の 意 思 に よ り 移

住 し た 場 合 で あ っ て 、 移 住 先 を 生 活 の 本 拠 と し 、 移 住 元 で

の 業 務 を 引 き 続 き 行 う こ と 。  

（ イ ） 地 方 創 生 テ レ ワ ー ク 交 付 金 制 度 要 綱 （ 令 和 ３ 年 府 地 創 第

３ ４ 号 ） に よ る 地 域 創 生 テ レ ワ ー ク 交 付 金 を 活 用 し た 取 組

で あ っ て 、 所 属 先 企 業 等 か ら 当 該 移 住 者 に 資 金 提 供 さ れ て

い な い こ と 。  

第 ４ 条 第 ２ 号 エ か ら キ ま で を 削 る 。  

第 ５ 条 第 ２ 号 中 「 移 住 先 の 」 を 削 る 。  

第 １ ０ 条 第 ４ 号 中 「 職 」 の 次 に 「 （ マ ッ チ ン グ サ イ ト に 掲 載 し て

い る 求 人 に よ り 就 職 し た 職 若 し く は プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業 又

は 先 導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業 を 利 用 し て 就 職 し た 職 を い う 。 ） 」 を

加 え る 。  

様 式 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第１号（第５条関係） 

                                                    年  月  日 

 

亀山市長  様 

 

申請者 

住 所 

氏 名 

電話番号 

※本人が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 

移住支援金交付申請書 

 

亀山市移住支援金交付要綱第５条の規定により、支援金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 支援金の内容（該当する欄に〇を付けてください） 

単身 世帯 
世帯の場合は同時に移住した家族の

人数（申請者は含まない） 

 

人 

 

２ 各種確認事項（該当する欄に〇を付けてください） 

誓約書に記載された内容について Ａ 誓約する Ｂ 誓約しない 

申請日から５年以上継続して亀山市に居住する意思につ

いて 
Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

【マッチングサイトに掲載している求人による就職の場合】 

申請日から５年以上継続して就業する意思について Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

就業先の法人の代表者又は取締役などの経営を担う者と

３親等以内の親族である 
Ａ 該当しない Ｂ 該当する 

【プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用しての就職の場合】 

申請日から５年以上継続して就業する意思について Ａ 意思がある Ｂ 意思がない 

【テレワークを行う場合】 

亀山市への移住の意思について 
Ａ 自己の意思

である 

Ｂ 所属先企業

等からの命

令である 

※各種確認事項のＢに該当する場合は、支援金の支給対象になりません。 

 

３ 転入前の住所 

住所 
〒 

 



４ 東京２３区への在勤履歴（東京２３区の在勤者に該当する場合のみ記載） 

  ※住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上の在勤履歴を記載 

期間 就業先 就業地 

～   

～   

～   

～   

～   

～   

  ※東京２３区への在勤後、移住前に東京２３区以外での在勤履歴があれば記載してください。 
   ただし、当該在勤履歴がある場合、支援金の支給対象となりません。 

 

５ 移住後の生活状況（テレワークを行う場合にのみ記載） 

 

６ 支援金交付申請額（※申請する金額を記入してください） 

    金              円 

 

７ 添付書類（※下記の書類を添付してください。提出前にチェックしてください。） 

  □①誓約書（様式第２号） 

  □②就業先が交付した就業証明書（移住支援金の申請用）（様式第３号） 

※マッチングサイトに掲載している求人による就職若しくはプロフェッショナル人材事業
又は先導的人材マッチング事業を利用した就職の場合は（その１）を、テレワークを行
う場合は（その２）を使用する。 

  □③現在の住民票の写し 

  □④住民票を移す直前１０年間のうち、通算５年以上及び直前連続１年以上在住の証明書類 
    （戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写し等） 

※世帯の場合は、移住元（転入前）において同一世帯であったことが確認できること。 

  □⑤住民票を移す直前の１０年間のうち、通算５年以上及び直前連続１年以上就労の証明書類 

    【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】 

     □⑤-１移住元で就業していた企業等の退職証明書等 

     □⑤-２雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類（離職票、雇用保険被保険

者資格取得届出確認照会回答書等） 

    【法人経営者又は個人事業主であった者】 

     □⑤－３開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類 

     □⑤－４個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類 

    【東京圏から東京２３区内の大学等に通学し、東京２３区内の企業等へ就職していた者】 

     □⑤－５卒業証明書等（在学期間及び卒業校を確認できる書類） 

  □⑥本人確認書類（身分証明書の写し） 

  □⑦移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し 

 【三重県及び亀山市確認欄】※記入しないこと 

 

勤務先部署  

住所 〒 

勤務先へ行く頻度 週・月・年  回程度行く ・ 行くことはない 

管理コード（三重県及び亀山市使用欄）  



様 式 第 ２ 号 中 「 亀 山 市 三 重 県 移 住 ・ 就 業 マ ッ チ ン グ サ イ ト 支 援 事

業 に お け る 移 住 支 援 金 交 付 要 綱 」 を 「 亀 山 市 移 住 支 援 金 交 付 要 綱 」

に 改 め 、 「 職 」 の 次 に 「 （ マ ッ チ ン グ サ イ ト に 掲 載 し て い る 求 人 に

よ り 就 職 し た 職 若 し く は プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事 業 又 は 先 導 的 人

材 マ ッ チ ン グ 事 業 を 利 用 し て 就 職 し た 職 を い う 。 ） 」 を 加 え る 。  

様 式 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第３号（第５条関係） 

（その１） 

年  月  日 

 

亀山市長 様 

 

所在地 

事業者名             印 

代表者名             印 

電話番号 

担当者 

 

就業証明書（移住支援金の申請用） 

 

  次のとおり相違ないことを証明します。 

 

勤務者名 
 

勤務者住所 
〒 

勤務先所在地 
〒 

勤務先電話番号 
 

就業年月日  

応募受付年月日 
 

雇用形態 週２０時間以上の無期雇用 

就職に関する確認事項 

離職することが前提ではない。 

□マッチングサイトに掲載している求人による就職 

□プロフェッショナル人材事業を利用した就職 

□先導的人材マッチング事業を利用した就職 

【マッチングサイトに掲載している求人による就職である場合】 

勤務者と代表者又は取
締役などの経営を担う
者との関係 

３親等以内の親族に該当しない。 

マッチングサイト求人
管理番号  

※ 三重県移住・就業マッチング支援事業に関する事務のため、勤務者の勤務状況等の情報を三

重県の求めに応じて亀山市に提供し、又は亀山市の求めに応じて三重県に提供することについ

て、勤務者の同意を得ています。 



様式第３号（第５条関係） 

（その２） 

年  月  日 

 

亀山市長 様 

 

所在地 

事業者名             印 

代表者名             印 

電話番号 

担当者 

 

 

就業証明書（移住支援金の申請用） 

 

 

  次のとおり相違ないことを証明します。 

 

勤務者名 
 

勤務者住所 

（移住前） 

〒 

勤務者住所 

(移住後) 

〒 

勤務先所在地 
〒 

勤務先電話番号 
 

移住の意思 
所属先企業等からの命令（転勤、出向、出張、研修等を含む。）で

はない。 

テレワーク交付金 勤務者に地方創生テレワーク交付金による資金提供をしていない。 

※ 三重県移住・就業マッチング支援事業に関する事務のため、勤務者の勤務状況等の情報を三

重県の求めに応じて亀山市に提供し、又は亀山市の求めに応じて三重県に提供することについ

て、勤務者の同意を得ています。 

 



様 式 第 ４ 号 及 び 様 式 第 ７ 号 中 「 亀 山 市 三 重 県 移 住 ・ 就 業 マ ッ チ ン

グ サ イ ト 支 援 事 業 に お け る 移 住 支 援 金 交 付 要 綱 」 を 「 亀 山 市 移 住 支

援 金 交 付 要 綱 」 に 改 め 、 「 職 」 の 次 に 「 （ マ ッ チ ン グ サ イ ト に 掲 載

し て い る 求 人 に よ り 就 職 し た 職 若 し く は プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事  

業 又 は 先 導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業 を 利 用 し て 就 職 し た 職 を い う 。 ） 」  

を 加 え 、 「 地 域 活 性 化 型 （ 地 方 移 住 支 援 ） 」 を 「 地 方 移 住 支 援 型 」

に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


